
Ⅰ 平成２７年度 さいたま市学習状況調査の概要 

 

１ 調査の目的 

（１）各学校は、自校の教育の成果と課題について、市全体の状況を基に、継続的かつ多面的に把握・分析

し、教育課程の編成に生かすとともに、教育指導の改善に取り組む。 

（２）児童生徒は、自らの学力面の伸びや課題及び生活面の成長や課題を継続的に把握し、理解することで、

よりよい学習習慣や生活習慣の確立のために生かす。 

（３）さいたま市教育委員会（以下、「教育委員会」という。）は、児童生徒の生活や学習状況について、継

続的かつ多面的に把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。さらに、そのよう

な取組を通じて、学校における教育指導の継続的な工夫改善サイクルを確立する。 

 

２ 調査の対象 

（１）さいたま市立小・中・特別支援学校の原則として各学年の全児童生徒を対象とする。なお、これ以降、 

小学校及び特別支援学校小学部を「小学校」、中学校及び特別支援学校中学部を「中学校」と示す。 

（２）「学力に関する調査」は小学校第３学年から中学校第３学年まで、「生活習慣等に関する調査」は全学 

年で実施する。 

（３）特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒のうち、調査の対象となる教科 

について、以下に該当する児童生徒は、調査の対象としないことを原則とする。 

ア 下学年の内容などに代替して指導を受けている児童生徒 

イ 知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教科の内容の指導を受けている児童 

生徒 

（４）日本語指導が必要な児童生徒については、原則として、他の児童生徒と同様の授業を受けている場合、 

調査の対象とする。ただし、取出し指導を受けているなどの事情がある場合は、当該教科を調査の対象 

としないことを可能とする。 

 

３ 調査実施日等 

（１）調査実施日は、平成２８年１月８日(金)とする。 

（２）小学校第１学年の「生活習慣等に関する調査」は、各学校の状況に応じて調査用紙の家庭への配付日 

を決定し、適切な回収期間を設定して実施する。 

（３）小学校第５、６学年及び中学校における「生活習慣等に関する調査」は、各学校の状況に応じて後日 

行うことを可能とする。ただし、できる限り速やかに実施する。 
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４ 調査の内容 

（１）実施教科・時間・順序については、表１、２のとおりとする。 

                    ＜表１＞  数字は調査に要する時間を示す。（単位：分） 

調査対象 

「学力に関する調査」 教科・時間・順序 
「生活習慣等に

関する調査」 
１校時 ２校時 ３校時 ４校時  

国語 算数 社会 理科  

小

学

校 

第１学年      

２０ 

第２学年      

第３学年 ２０ ２０    

第４学年 ２０ ２０    

第５学年 ４０ ４０ ４０ ４０  

第６学年 ４０ ４０ ４０ ４０  

＜表２＞  数字は調査に要する時間を示す。（単位：分） 

調査対象 
「学力に関する調査」 教科・時間・順序 ※ 

「生活習慣等に

関する調査」 

１校時 ２校時 ３校時 ４校時 ５校時 

２０ 
中

学

校 

第１学年 
国語 数学 理科 英語 社会 

５０ ５０ ４０ ５０ ４０ 

第２学年 
国語 数学 英語 社会 理科 

５０ ５０ ５０ ４０ ４０ 

第３学年 
国語 数学 社会 理科 英語 

５０ ５０ ４０ ４０ ５０ 

※ 英語の調査は、リスニングテストを含むため、学年により実施順序を変えることとする。 

（２）調査事項 

  ア 「学力に関する調査」 

  （ア）小学校第３学年から中学校第２学年までの出題範囲は、「さいたま市小・中一貫教育」カリキュラ 

ムに示された年間指導計画例を基本として、当該学年の１１月までの指導事項を原則とする。※１ 

（イ）出題の内容は、これまでの「さいたま市学習状況調査」及び「全国学力・学習状況調査」の課題 

に関わる内容を含め、それぞれの学年・教科に関し、以下のとおりとする。 

    ① 当該学年及び前学年までの知識・技能等を中心とした出題（基礎問題） 

② 当該学年及び前学年までの知識・技能等を実生活の様々な場面で活用する出題（活用問題） 

③ 課題解決に向けて思考し、判断する力、表現する力等に関わる内容の出題（チャレンジ問題） 

（ウ）出題の形式については、記述式の問題を一定割合で導入する。 

（エ）中学校第３学年については、「平成２７年度 さいたま市学力検査実施要項」及び「平成２７年度  

さいたま市学力検査問題作成要領」に基づく。 

イ 「生活習慣等に関する調査」 

（ア）学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等について、調査する。 

（イ）調査に要する時間は表１、２に示した時間を原則とするが、各学校・各学年の状況に応じて適切 

な時間を充てるものとする。 
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